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 隆安ニュース   

 隆安が「Chambers Asia Pacific 2021」にランクイン  

2020 年 12 月 15 日、Chambers & Partnersは Chambers Asia-Pacific 2021 のランキン

グを発表し、隆安は知的財産訴訟分野で高い評価を得て、傑出した法律事務所に選ばれま

した。 

https://mp.weixin.qq.com/s/io0P2zXYrC-qdZEcfIAJ1w 

 隆安が代理した商標権侵害訴訟事件が上海高裁参考判例に入選 

隆安が上汽大衆汽車有限公司（原告）を代理し、沈某、徐某(被告ら)を訴えた商標権侵

害訴訟事件が上海市高裁 2020 年第三弾第 100 号参考判例に選ばれた。被告らが原告及び

原告傘下の SKODA商標を冒用してエアバッグを生産販売した行為が発覚し、エアバッグが

警察に押収されたうえ、巨額の被害額を伴う刑事犯罪として被告らに有罪判決が下された。

原告は被告らの行為が商標権侵害行為にあたると主張し、上海市楊浦区人民法院に民事訴

訟を起こした。上海市楊浦区人民法院は、原告の賠償請求額を全額認め、被告らに対し共

同で損害賠償額及び権利侵害行為を阻止するためにかかった合理的支出を支払うことを

命じる判決を下した。その後、被告の沈某は上訴したが、途中で上訴を取り下げた。 

[判決のポイント] 

（１）刑事判決で認定されなかった部分に対する権利侵害者への民事責任の追及が排除さ

れることはない。 

（２）刑事判決における主犯と従犯の認定は、民事責任を負う際に差を生じることはない。 

（３）民事賠償額の確定について、単純に刑事事件における被害額（犯罪額）を基準にし

てはならない。 

https://mp.weixin.qq.com/s/bBgo-FIU1Jxdd36aOGvPzw 

 隆安が代理したゲームショート動画著作権侵害事件が AIPPI「十大著作権典型案件」に入選 

2020年 12 月 12日、国際知的財産保護協会（AIPPI）中国部会が主催した 2020年 AIPPI

中国部会著作権フォーラムが北京で開催され、隆安が深セン市テンセント社を代理して運

城市陽光文化伝媒等を訴えた「王者栄耀」ゲーム情報ネットワーク伝達権侵害・不正競争

紛争事件が、中国初の MOBA ゲームショート動画著作権侵害事件として、2020年 AIPPI 中

国部会「十大著作権典型案件」に入選した。 

本事件において隆安は仮差止命令の必要性を主張し、その結果、広州インターネット裁

判所は、知的財産権紛争に関して初の仮差止命令を発令した。更に、GIF 動画の著作権認

定、著作権の帰属、許諾を得ずにゲームスクリーンショットを利用してショート動画を作

成する行為が著作権侵害になる等の当方の主張も裁判所に認められ、賠償請求額の満額を

認める判決が下された。 

https://mp.weixin.qq.com/s/x455V_VUtaFFHpJtKLscGw 

 隆安趙彦雄弁護士が 2020 ALB CHINA TOP 15 IP LAWYERS にランクイン 

2020年 12 月 21日、アジア法律雑誌 Asian Legal Business（ALB）は 2020年「CHINA TOP 

15 IP LAWYERS」を発表した。隆安シニアパートナー趙彦雄弁護士は、特許民事、行政紛

争、営業秘密、コンピュータソフトウェア民事紛争の分野における顕著な貢献により、

「CHINA TOP 15 IP LAWYERS」を受賞した。 

https://mp.weixin.qq.com/s/1PDWZc0Pxm18-ZRFSIW43w 

隆安朗報 

 隆安が有名工業ソフトウェア会社を代理し、ソフトウェア著作権紛争事件二審判決で勝訴 

NX ソフトウェアシリーズの著作権者**工業ソフトウェア会社(原告)は、**会社（被告）

が無断で係争ソフトウェアを使用して製品を生産する行為は権利侵害にあたると主張し、

広州知財裁判所に起訴した。一審裁判所は被告の行為が原告の権利を侵害すると認定し、

https://mp.weixin.qq.com/s/io0P2zXYrC-qdZEcfIAJ1w
https://mp.weixin.qq.com/s/bBgo-FIU1Jxdd36aOGvPzw
https://mp.weixin.qq.com/s/x455V_VUtaFFHpJtKLscGw
https://mp.weixin.qq.com/s/1PDWZc0Pxm18-ZRFSIW43w
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被告に対し法定損害賠償額の上限である 50万元の賠償とその他合理的な費用 10 万元の支

払いを命じた。原告は損害賠償額が低すぎると考え、隆安に代理を依頼して最高裁に上訴

した。 

一審裁判所は、被告による証拠保全に対する協力拒否または妨害の結果を釈明してもな

お、被告が証拠保全を拒否したので証拠保全を中断した。関連司法解釈の規定に基づき、

既に保全されたパソコンに係争ソフトウェアがインストールされていることが確認され

ているであれば、保全に失敗したパソコンにも係争ソフトウェアがインストールされてい

ると推定することができる。よって、損害賠償額を算定する際には、上述した事実並びに

被告が証拠保全を妨害した行為を考慮すべきと最高裁が判断した。結果、確定した権利侵

害ソフトウェアの数、係争ソフトウェアの販売価格等に基づき、最高裁は、原告の賠償請

求額を全額認め、被告に対して損害賠償 261.2827 万元及び合理的支出 10 万元の支払い

を命じた。 

本事件の啓発 

（１）如何なる組織または個人であっても、暴力、威嚇あるいはその他の方法で司法公務

員の職務執行を阻害する行為は、訴訟の信義誠実の原則を違反し、民事訴訟を妨害する行

為となる。裁判所は賠償額を算定する際にこのような情状を考慮すべきであるとした。 

（２）権利が侵害されたソフトウェアの数と正規ソフトウェアの販売価格に基づき損害賠

償額を算定し、原告の賠償請求額を全額認めた。 

当該判決は、ソフトウェア権利侵害事件の司法裁判分野において重要な指導的意味を持

っている。 

https://mp.weixin.qq.com/s/9cPcJzUPjQ2fZuWfQf17Iw 

中国知財ニュース 

 「専利審査指南」改正が 2021 年 1 月１5 日から施行 

12 月 14日、国家知識産権局は、「『専利審査指南』の改正についての決定」を公布し、

2021 年 1 月 15 日より施行すると発表した。今回の改正は、主に化学・バイオ分野の専利

出願の審査（審査指南第二部第 10章）に関わるものである。 

主な今回の改正ポイント： 

（１） 明細書で充分に開示されているか否かを判断する場合は、元の明細書及び請求項

に記載された内容を基準とする。 

出願日以降、出願人が専利法第 22 条第 3項、第 26条第 3項の規定を満たすために補足

提出した実験データについて、審査官は審査しなければならない。補足提出された実験デ

ータによって証明される効果は、当業者が明細書で公開された内容から得られるものでな

ければならない。 

（２）組成物の請求項における当該組成物の性能等の限定に関する改正：「明細書におい

て、組成物の 1 つの性能や用途のみが公開されている場合には、（2）、（3）のように、

性能限定型又は用途限定型として作成すべきである。」を「明細書において、組成物の 1 

つの性能や用途のみが公開されている場合には、（2）、（3）のように、一般的には性能

限定型又は用途限定型として作成する必要がある。」に、「合金など一部の分野では、通

常、発明の合金に固有の性質及び又は/用途を明記すべきである。」を「合金など一部の

分野では、通常、発明の合金に固有の性能及び又は/用途を明記すべきである。」に修正

した。 

（３）モノクローン抗体に係る請求項の記載については「ハイブリドーマ限定」方式の前

に「構造的特徴限定」方式が追加された。   

https://mp.weixin.qq.com/s/M0WgQeL5pKfuA-fzD_fkUQ 

 刑法改正案（十一）における知的財産権に関する改正 

2020 年 12 月 26 日に第 13 期全人代常務委員会第 24 回会議にて刑法改正案(十一)

が採択され、2021 年 3 月１日から施行されることになった。 

https://mp.weixin.qq.com/s/9cPcJzUPjQ2fZuWfQf17Iw
https://mp.weixin.qq.com/s/M0WgQeL5pKfuA-fzD_fkUQ
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今回の改正では「登録商標偽造罪」、「登録商標標章を不法に製造し、販売する罪」、

「著作権侵害罪」、「侵害複製品販売罪」に対する罰則を引き上げると同時に、新たに「ビ

ジネススパイ罪（商业间谍罪）」を新設し、海外への流出対策を追加した。 

主な今回の改正ポイント： 

（１）「登録商標偽造罪」、「登録商標標章を不法に製造し、販売する罪」の処罰を引

き上げ「情状が極めて深刻であるものは 3 年以上 7 年以下の有期懲役に処し、罰金を併

科する。」を「情状が極めて深刻であるものは 3 年以上 10 年以下の有期懲役に処し、

罰金を併科する。」に修正した。 

（２）刑法 219条その一「国外の機構、組織、人員のために窃盗、間諜（スパイ）、買

収、違法に営業秘密を提供した場合、5 年以下の懲役、罰金を併科或いは単科する。情状

が極めて深刻な場合、5 年以上の懲役、かつ罰金を併科する。」を新設した。 

https://mp.weixin.qq.com/s/n-Ad4gEXTcohHQ_OTLXCWg 

 商標異議申し立て、商標三年不使用取消、無効宣告のオンライン申請を開始 

商標サービスのレベル向上と、良好なビジネス環境を創出するため、2020年 12月 28日

より、中国国家知的財産局商標局は商標異議申し立て、商標三年不使用取消、無効宣告の

オンライン申請を開始した。 

https://mp.weixin.qq.com/s/7jc85rkLcAqOauHptXmmww 

 最高裁知財法廷が７つの典型判例を公表 

典型

判例

Ⅰ  

任暁平、孫傑 VS アップル社の特許権無効審判審決取消訴訟 

入選理由：数値の範囲で保護範囲を限定する請求項が明細書に支持されているかどう

かの判断原則を明確にした。 

典型

判例

Ⅱ 

Conversant Wireless Licensing VS 華為の専利権侵害不存在確認及び標準必須特許

権紛争事件 

入選理由：中国裁判所は知財分野初の訴訟差止命令において行為保全裁定を下した。 

典型

判例

Ⅲ  

中隧橋公司 VS 恒天公司、華川公司等の特許権侵害事件 

入選理由：専利民事訴訟における証拠保全の申請基準を明確化した。 

典型

判例

Ⅳ  

怡信公司 VS 曾＊＊等職務発明創造発明者又は設計者奨励、報酬紛争事件 

入選理由：専利法第 16条で規定した「実施」「経済効果」及び専利法実施細則第 78

条における「営業利益」の解釈と適用を明確化した 

典型

案例

Ⅴ  

德浩公司 VS 光峰公司等の特許権侵害事件 

入選理由：被告人が権利侵害で獲得した利益を細かく算定する方法及びその根拠を明

確化した。 

典型

案例

Ⅵ  

品創公司 VS 源德盛公司等の実用新案権利侵害事件 

入選理由：専利権の進歩性の程度と権利侵害の情状等に基づき、保護範囲と保護の程

度を合理的に確定し、科学的・技術的成果の知的財産保護の範囲、保護の程度と貢献

の程度、進歩性の程度の適合を実現させた 

典型

案例

Ⅶ  

聯悦公司 VS 博生公司等実用新案権利侵害紛争における行為保全事件 

入選理由：最高裁初の「逆行行為保全（被疑侵害者による差止請求措置）」裁定であ

ると同時に、知的財産権行為保全において初めて固定担保金と追加担保金を併用した

事件である。電子商取引通知削除規定の適用、電子商取引における知的財産権行為保

全措置の適用、知的財産権行為保全担保金額の確定等についての指導的判例である。 

https://www.163.com/dy/article/FUPS24FN0530W1MT.html 

https://mp.weixin.qq.com/s/n-Ad4gEXTcohHQ_OTLXCWg
https://mp.weixin.qq.com/s/7jc85rkLcAqOauHptXmmww
https://www.163.com/dy/article/FUPS24FN0530W1MT.html

